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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 5 年 2 月 6 日 ( 2 0 2 3 . 2 . 6 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 製 品 の 種 類 に よ ら ず 共 通 す る 機 能 が 実 装 さ れ て い る 車 両 用 装 置 （ ２ ） と 、
　 製 品 の 種 類 に よ っ て 異 な る 機 能 が 実 装 さ れ て お り 、 前 記 車 両 用 装 置 と は 独 立 し て 単 体 で  
動 作 可 能 で あ る と と も に 、 通 信 回 線 （ ５ ） を 介 し て 前 記 車 両 用 装 置 に 接 続 さ れ る 外 部 装 置  
（ ３ ） と 、 を 備 え 、
前 記 車 両 用 装 置 が 制 御 の 主 体 と な っ て 前 記 外 部 装 置 に 実 装 さ れ て い る 機 能 を 利 用 す る こ と  
が 可 能 で あ る と と も に 、 前 記 外 部 装 置 が 制 御 の 主 体 と な っ て 前 記 車 両 用 装 置 に 実 装 さ れ て  
い る 機 能 を 利 用 す る こ と が 可 能 で あ る 車 両 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 車 両 用 装 置 と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 前 記 車 両 用 装 置 と は 独 立 し て 単 体 で 動 作 可 能 で あ  
る 電 子 制 御 装 置 （ ６ ） を 備 え 、
前 記 外 部 装 置 は 、 前 記 車 両 用 装 置 を 介 し て 前 記 電 子 制 御 装 置 と 通 信 可 能 に 接 続 さ れ 、 前 記  
電 子 制 御 装 置 に 実 装 さ れ て い る 機 能 を 利 用 可 能 に し た 、 ま た は 、 自 身 に 実 装 さ れ て い る 機  
能 を 前 記 電 子 制 御 装 置 か ら 利 用 可 能 に し た 請 求 項 １ 記 載 の 車 両 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 外 部 装 置 は 、 製 品 の 出 荷 後 に 更 新 が 必 要 に な る こ と が 想 定 さ れ る 機 能 、 ま た は 、 前 記  
車 両 用 装 置 に 実 装 さ れ て い る 機 能 に 比 べ て 更 新 頻 度 が 相 対 的 に 多 い こ と が 想 定 さ れ る 機 能  
が 実 装 さ れ て い る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の 車 両 用 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 車 両 用 装 置 は 、 複 数 の 前 記 外 部 装 置 と 接 続 可 能 で あ る 請 求 項 １ か ら ３ の い ず れ か 一 項  
記 載 の 車 両 用 シ ス テ ム 。
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